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（様式第１号）

令和２年度 第４回 芦屋市教育振興基本計画策定委員会 

会議録

日時 令和２年１１月１８日（水）１０：００～１２：００

場所 芦屋市役所北館４階 教育委員会室

出席者 委 員 長  浅野 良一

副委員長  今西 幸蔵

委  員  丹下 秀夫

委  員  極楽地 愛子   

委  員  伊東 典子

委  員  北尾 文孝

委  員  髙橋 弘美

委  員  西馬 由華

委  員  西野 悦子

委  員  城戸 知子

委  員  井岡 祥一

委  員  中西 勉

委  員  岸田 太

欠席委員  木村 奈々

欠席委員  山田 耕治

欠席委員  中島 幸夫

事務局

企画部長 田中 徹

企画部政策推進課長 大上 勉

管理部長 本間 慶一

管理部管理課長 山川 範

管理部管理課 長良 晶子

管理部管理課管理係長 下條 純

管理部管理課課員 根来 泰子

管理部教職員課長 富田 泰起

管理部教職員課主幹 野村 大祐

学校教育部学校教育課長 木下 新吾

学校教育部主幹 田淵 雅樹

学校教育部主幹 澁谷 倫子

学校教育部打出教育センター所長 横田 薫

社会教育部生涯学習課長 長岡 良徳

社会教育部スポーツ推進課長 木野 隆

社会教育部青少年育成課長 近田 真

社会教育部市民センター長 高田 浩志

社会教育部図書館長 丸尾 恵子

事務局 企画部政策推進課，管理部管理課，学校教育部学校教育課，社会

教育部生涯学習課

会議の公開 公 開

傍聴者数 ０ 人
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１ 次第 

＜開会＞ 

＜協議＞ 

（１）第３期芦屋市教育振興基本計画【原案】について 

＜今後の予定＞   

＜連絡事項 その他＞ 

＜閉会＞ 

２ 配布資料 

  ・次第 

  ・委員名簿 

・第３期芦屋市教育振興基本計画【原案】 

３ 審議経過 

＜開会＞

【事務局：本間】 皆さん，おはようございます。定刻となりましたので，た

だ今から第４回芦屋市教育振興基本計画策定委員会を始めさ

せて頂きたいと思います。本日はお忙しい中，会議にお集ま

り頂きましてありがとうございます。本日の進行を務めさせ

て頂きます，教育委員会管理部の本間でございます。よろし

くお願いいたします。 

最初に，本日の議事を行うにあたりまして，資料の確認を

させて頂きたいと思います。事前に郵送等でお送りしており

ます計画の素案，追加で役割の例示，本日机上にはレジュ

メ，委員の名簿，第３回の議事録をお配りさせて頂いており

ます。以上，不足等ございませんでしょうか。以降の進行に

つきましては浅野委員長にお願いしたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

【浅野委員長】 皆さん改めましておはようございます。今日は第４回の会

議でございます。前回の第３回は，素案を揉んで，色々な意

見を出して頂きました。それを踏まえて，今日は原案の審議

をしたいと思います。是非，前回同様，活発な議論をお願い

したいと思います。 

 それではまず，会議の公開について，本間部長からご説明

いただけますか。 

【事務局：本間】 はい。芦屋市情報公開条例第 19 条では，一定の条件の場合

で，委員の３分の２以上の多数により非公開を決定した場合

を除きまして，原則公開としております。本日の議題につき
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ましては特に非公開とするものはございませんので，公開を

するということとしたいと考えております。 

【浅野委員長】 ではご説明がありましたように，本日の会議につきまして

は，特に非公開とするものがないということで，公開でよろ

しいですか。 

（異議なし） 

それでは了解を頂きましたので，本日の会議は，発言者の

お名前を含めて，公開とさせて頂きます。それでは，傍聴を

認めたいと思いますので，事務局から傍聴の希望があれば，

ご案内いただけますか。 

【事務局：本間】 本日，傍聴者はありません。 

【浅野委員長】 はい，分かりました。それではこれより議事に入ります。

まずは本委員会の成立要件を確認したいので，事務局からご

報告下さい。 

【事務局：本間】 はい。本日の委員会でございますが，設置要綱では，委員

の過半数の出席がなければ会議を開くことが出来ないとなっ

ています。本日 16 名の委員のうち，13 名が出席頂いています

ので，本日の委員会は成立していることをご報告いたしま

す。 

【浅野委員長】 はい，ありがとうございました。今の説明がありましたよ

うに，本委員会は成立しております。 

＜協議＞ 

（１）第３期芦屋市教育振興基本計画【原案】について 

【浅野委員長】 それでは早速，議事に入りたいと思います。次第の協議事

項の１番，計画原案について，入っていきたいと思います。

原案（案）につきましては，事務局より事前に配布頂いてい

ると思います。お目通し頂いたと思いますので，その前提で

進めて参ります。その原案の説明と併せてですね，前回の素

案から修正されている箇所，そういったところを中心に，事

務局よりご説明を頂きたいと思います。 

【西野委員】 すみません，よろしいでしょうか。 

【浅野委員長】 はい。 

【西野委員】 前回の会議で，社会教育の側面からも話し合う機会を持っ

ていただきたいと申し上げました。それを受けて，教育委員

会から 10月 28日にヒアリングということで，お話を頂きまし

て，出席してまいりました。その時に申し上げた要点を本日

ここで報告することにつきまして，事務局に相談したとこ

ろ，しても良いということでしたので，どこかの時間で，報

告させていただけたらと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

【浅野委員長】 どうしましょう。事務局，説明の前のほうがいいですか，

後の方がよろしいですか。 

【事務局：山川】 そうですね。ひとまず，わたしの方から説明をさせて頂い

た後に，という形でよろしいでしょうか。 

【浅野委員長】 よろしいですか。 

【西野委員】 はい。よろしくお願いいたします。 

【浅野委員長】 それでは，事務局のほうからご説明をお願いします。 

【事務局より説明】（省略） 
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【浅野委員長】 ありがとうございました。それでは，今，ご説明頂いた訳

ですがボリュームがありますので，また区切っていきたいと

思います。では，先程西野委員から社会教育に関連して，

色々意見交換をして今日皆さんにご報告したいことがあると

いうことなので，まず冒頭にご報告いただきましょうか。 

【西野委員】 先程申しましたように，前回の会議を受けて，教育委員会

から 10月 28 日にヒアリングの場を設けますという連絡がご

ざいまして出席してまいりました。僭越ながら，今後、「教育

について」「社会教育について」話し合われる時のきっかけの

ひとつにしていただければとコミスク活動を通して思うこと

を話させて頂きました。報告させて頂きます。 

初めに、文科省の進めるコミュニティスクール構想と，芦

屋市のコミュニティスクール，（コミスク）の違いを明確にし

た上で，コミュニティスクールという言葉を使って頂きたい

と申し上げました。 

次に，芦屋のコミスクは自分たちが学びたい・楽しみたい

スポーツや文化活動をするとともに，「地域の輪，心の輪を広

げる福祉活動やボランティア活動、地域に開かれた活動等を

しましょう」ということを両輪として教育委員会や学校園と

の信頼関係の基，小学校を活動拠点に住民が主体的に活動し

ている点が独自のものといえるかと思います。コミスクは子

どもから大人まで様々な年代の人たちが，共に学び合う場・

ふれあいの場です。そこに子どもは学校教育，大人になった

ら社会教育という考え方はありません。子どもの頃から生涯

学習は始まる（地域の中で育つ）と実感しています。 

現在、生涯学習の場は多岐にわたりますが，小学校を活動

拠点にしているコミスクにとって，地域の小学校は卒業とい

う言葉がない大切な学び舎です。ですから自然にコミスク活

動に参加されている方々の学校への関心は高くなります。「学

校教育に支障がないように協力できることは？」，「今地域の

子どもたちは？」という思いが自然に生まれます。この心持

ちが，「地域の子どもたちのために」の原動力になり，地域の

子どもたちの成長に関わることが「自分育て」のひとつの契

機になっていくと感じています。 

次に、震災以前から言われていた学社融合については学校

と地域の双方が，やって良かったと実感できる関係で実施さ

れなければ長続きしないと思います。また，真の意味での成

果は期待できないと思います。地域の教育力が期待されてい

る今だから敢えて言いにくいことを承知で申し上げます。地

域が便利屋さんになってはダメだと思います。これは現在、

必要とされることに応え，協力してくださっている方々を決

して否定している訳ではありませんので，ご理解頂きますよ

うお願いいたします。 

最後に，今、芦屋にはコミスクだけではなく，様々な立場

の団体や有志が「子育て世代や学校園の頼もしい応援団であ

りたい」と思っていることを，学校園の先生方や保護者の皆

さまに広く知って頂きたいです。以上，ヒアリングで申し上

げたことの要約を報告させて頂きます。 
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【浅野会長】 ありがとうございました。それでは皆さんに今，ご意見を

お聞かせするということで，先に進めてよろしいですかね。 

【西野委員】 はい。 

【浅野委員長】 それではまず，第１章，第２章，ここにつきまして，ご意

見，ご感想も含めて，ご質問でも結構ですから，お願いした

いと思います。第１章，第２章ですから，ページでいいます

と 26 ページまでです。いかがでしょう。 

【岸田委員】 15 ページの，いじめの現状のところですが，これは素案に

もありましたので，今回の原案の段階になってというのはあ

るんですけどね，このページを読ませて頂くと，いじめの現

状という表記になっている中で，大半が制度の説明になって

いて，制度の変遷の表現をしています。要は，芦屋市のいじ

めの現状は，このリード文の最後の１行です。件数が増加し

ているというところだけが現状表現なのですね。例えば SNS

でのいじめが増えているとか，何かその現状で子ども同士の

単なる言い争いもいじめとして拾ってきたから件数が増えて

きているけれど，それはほとんどが解決に導かれていると

か，何か，この表現だと増えていますという１つだけの現状

なので，何か特徴的なものがもしあれば，１行ないし２行で

表現できたらと思いました。 

 もう１つが，これも細かい話ですが，23 ページの下から２

行目に，障がい者スポーツの啓発を進めるために，このよう

に会場を確保して，こういう支援を行いましたという表現に

なっているのですが，啓発を進めるために，こうしましたと

いう表現がいいのか，障がい者スポーツの推進を図るため

に，という表現のほうが，後段の文章とマッチするのではな

いかと感じました。 

【浅野委員長】 はい。ありがとうございました。まず，１点目のいじめの

現状についてですが，本市のいじめの現状で，今も例示があ

りましたが，何か特徴的なところとか，そういったところは

実際にあるんでしょうか。事務局の方でもしお分かりになれ

ばご紹介下さい。 

【事務局：田淵】 特徴的なところというのは，ちょっと分析しないと分から

ないのですが，今委員のおっしゃったように，この SNS とい

うのは確かに増えてきているというような現状でありますの

で，その辺，もし追記できるようであれば，追記させて頂き

たいと思います。 

【岸田委員】 はい，それで結構です。 

【浅野会長】 ２点目の方についても，事務局のほうでご検討下さい。啓

発というのを取って，推進に変えたらどうかと言うことでし

た。他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。それではま

た後でもお話いただけますので，第３章まで広げましょう。

第３章というのは，先程基本理念ですとか，子ども像ですと

かが入っていまして，33 ページまでです。 

【中西委員】 33 ページの体系図ですが，前回の会議で今のツリー型から

マトリクス型も検討してはどうでしょうということも申し上

げましたが，２期までの体系図との整合性を捉えながら，し

っかり分かりやすいように，めざす芦屋の教育と，めざす子
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ども像を上に上げて，従来のものからも引き継ぎが出来，こ

の計画の全体像が見えるということで，いい感じでまとまっ

たと思いました。 

【浅野委員長】 はい。ありがとうございます。後皆さんいかがでしょう。 

【丹下委員】 27 ページ，説明頂いたところで，信頼される学校園と成熟

した家庭・地域で育む豊かな人間力を目指していますとい

う，これ理念ですね。その下の説明なんですけど，信頼され

る学校園と成熟した家庭・地域は理解できるんですけど，豊

かな人間力というのは，この「こと」で締めくくってあるの

が，ちょっと引っかかるんですよ。こだわりすぎなのかなと

思いますが，意見を集約して下さい。主体的・対話的で深い

学びを通して，「生きる力」を身につけていく。また，生きる

力の定義が，実はここに全くなくて，もう生きる力が乱発で

はないですが，生きる力を根ざすとあるんですけど，ここに

は生きる力の定義がないんですね。 

【浅野委員長】 丹下委員はどんな印象ですか，生きる力というのは，もし

補足説明するなら。 

【丹下委員】 非常に難しいことと捉えました。 

【浅野委員長】 なかなかこれも，定義しづらいですね。 

【丹下委員】 多様な社会の中で，色々な不具合がある中でも，生き抜く

力と芦屋市は捉えているとか，それを支えるために学校教育

の支援を進めていくとか，これは自分個人の言葉ですけど，

それがいるのではないかなと。 

【浅野委員長】 事務局いかがでしょう。この生きる力というのは，前回も

計画に出てると思うんですけど，芦屋流の生きる力というの

は何か言葉の整理はしておられるんですか。あるいは委員の

方からはいかがですか。この生きる力，ここに出ていること

と，丹下委員がおっしゃった「こと」で，収まっているとこ

ろのすわり具合が皆さんどうお感じになっているのかとい

う，問いかけだと思います。 

【丹下委員】 人間力というものと，生きる力がどう違うのかとか，区別

がしっかりつかないと，この豊かな人間力とか，ありますよ

ね。 

【今西副委員長】 今の整理をもし言い出したら，収拾はつかないと思いま

す。そもそも人間力というのは，内閣府が言い出した言葉な

のです。文科省の言葉ではないのです。それをこの芦屋で使

った時には，芦屋ではどういう意味合いで使うのかというこ

との定義をきちんとやり直さないといけないことになるので

はないかと思います。文科省では成人力という形でもって表

現している。先程も西野さんが，子どもだけでなくずっとだ

とおっしゃったと思うのですが、子どもから大人も含めた全

ての人たちに対して，特に子どもの時期を超えた成人力とい

うふうに，国は，文科省は考えている。例の学習指導要領の

答申の中でも，中間のまとめでそれはかなり強く言っている

言葉だと思うのです。ですから今の生きる力との関係もある

し，かなりザクッとしたものですので，僕はあまりそこのと

ころに突っ込まないほうが良いと思います。 

 もう１点，事務局にお伺いしたいのですが，子どものこと
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が 29 ページに出てきます。27 ページは大人が入っているので

す。基本理念に至るリード文にもう少し，大人のことを少し

入れる。もし入れるとしたら，子どもを育てるために，大人

が力を合わせてみんなでやっていきましょうということだと

思うのです。そのために大人も学びましょうということを１

行でもスラッと入れておいたほうが，落ち着くと思います。 

【浅野委員長】 はい。ありがとうございました。後どうでしょう。この生

きる力の扱いにつきまして，そんな突っ込む必要ないぞ，と

いうご意見もあれば，すわりが悪いなというご意見もありま

す。皆さんいかがでしょうか。 

【今西副委員長】 もう一度よろしいですか。何度も言うようですが，これは

突っ込まないほうが良いと思うのです。生きる力という言葉

を厳密に言えば，もともとは OECD の Knowledge and Skills 

for Life という言葉が関連しています。1996 年に、OECD が

PISA を実施することを提案した際の理論構築での言葉です。

そこで出てきた考え方を文科省が分かりやすく説明するため

に，生きる力なんて表現をしている。Knowledge and Skills 

for Life の for Life は生きる，そのための，Knowledge and 

Skills というのを力と考えて，分かりやすく国民に説明する

必要があるための，ザクッとした言葉なのです。それぞれい

ろんな意味で解釈しながら子どもの成長をみんなで助けてい

きましょうという意味合いで考えたら良いのではないかと，

僕はそう思うので，あまりこの辺，議論は深めないほうが良

い気がいたします。 

【浅野委員長】 生きる力でよろしいですかね。ただその最後「こと」で終

わるところに違和感があるというところは確かにそういう気

がしますので，その辺は，手直しといいますか，工夫してみ

ましょうか。 

【事務局：山川】 例えばその身につけるというのは，自分自身が身につける

というような表現になっているので，例えばそれを人間力と

いうものを育むというような表現はどうですか。 

【浅野委員長】 なんかちょっと，ダブる感じがしますけどね。 

【事務局：山川】 私もそもそも豊かな人間力というところは，知・徳・体を

バランス良く育てるというのもございますし，ひいては，そ

ういう子を育てるためには，行政や学校園や，家庭・地域，

こういうものがそれぞれが同じ目標を持って，連携すること

によって成される課題解決につながっていくというような意

味合いもあると思うので，そういうことからすると，身につ

けるというよりはみんなで育んでいくとか，そういうような

表現かなと，今ちょっとお聞きしながら思いました。 

【浅野委員長】 後ご意見ありますか。 

【北尾委員】 豊かな人間力ということで，なんとなくイメージとして，

知・徳・体みたいなことで，そのことについて力が，生きる

力とはちょっと区別して入れていくことをなんとなく思って

いるのかなと。芦屋の中で，これまでのこの議論の中では，

つながるという言葉が何回か出てきているのを，そういうこ

とを織り交ぜて，どこかの定義をそのまま持ってくるのでは

なくて，芦屋として，豊かな人間力というのは，そういう
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知・徳・体をつながりをもって発揮できるようなイメージを

何か作れるんだったら，そういうことにしておいたほうがい

いのかなとは思います。 

【岸田委員】 先程委員長のご指摘のあった，最後につける「こと」とい

う表現ですね。主体的・対話的で深い学びを通して育む生き

る力で終わったらいかがでしょう。 

【浅野委員長】 そうですね。今岸田委員からアイディア頂きましたけれど

も，ここの部分はそういうことでよろしいですか。 

【西野委員】 「主体的・対話的で」と言うのは，「主体的・対話的な深い

学びを通して生きる力」ではないですか。 

【浅野委員長】 これ，「で」でいいんですか。 

【今西副委員長】 これは「で」です。国の言葉なので。 

【西野委員】 そうでしたか。ありがとうございます。 

【浅野委員長】 それでは今，岸田委員から頂いた，アイディアで修正し

て，前に進みたいと思います。それと先程今西先生がおっし

ゃった，加筆したほうがいいというところをもう一回お願い

します。 

【今西副委員長】 基本理念の前のリード文は，子ども中心の記述です。子ど

もについては，29 ページ，めざす子ども像は出てきますの

で，ここのところはやはり子どもだけではなく成人ですね，

学校を中心に地域もみんなでというようなことで，芦屋の教

育で頑張りましょうというようなことを入れたほうが良いと

いうようなことを申し上げたのです。１行くらいでいいと思

いますけれど。 

【浅野委員長】 西野委員が先程言われたこととだいたい重なりますかね。

その辺，事務局配慮下さい。 

 後いかがでしょう。第３章までです。では第４章までいき

ましょう。第４章というのはいわゆる，最後ですかね。 

【北尾委員】 例えば 52ページの指標の 13 のように，目標が 100 で，現

状も 100 というような目標，基準のこの設定の仕方に対する

考え方ですね。中には，既に目標を超えていて，目標値が設

定されているものもあると，それも敢えて載せていくという

には，こういう考え方であるということとか，この最初に設

定する時に，理解していたほうがいいのではないかと，それ

ともそこまで定着しているものであれば，敢えて指標に挙げ

ることではなく，下ろしたほうがいいのではないかという，

事務局にそこの説明を頂いたらと。 

【浅野委員長】 この指標で目標値を設定した時に，各課で色々とお考えが

あると思うのですが，指標によって色々なパターンがありま

すので，主にこういったことを考えて，指標を作っているん

だというのが，もし，皆さんにご紹介できるのであれば，事

務局のほうからご案内いただけますか。 

【事務局：山川】 今回，30の指標を設定させて頂くにあたって，まずは基本

的にはそれぞれの施策に直結するような指標が達成すること

だけで，その施策の目的が達成される訳ではないんですが，

自ずとその実現に向かうレベル感の指標を持っておくべきと

いう言葉で，どういう指標が適当か選んでおります。目標値

の考え方ですが，今，委員からもありましたけれども，例え
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ばこの合同点検というような指標 13 ということです。多分こ

れ，100 という数字が欠けてしまうというのは，やはり当然問

題があると，今，当然ここについては，粛々と状況に応じて

やっていくので，100％という，このやって当たり前という言

い方ではちょっと語弊があるかもしれませんが，行政として

これは継続してやっていくべき，というような意味合いで出

しています。指標の中で違うページになるんですが，45 ペー

ジで第２期までなかった ICT とか情報活用という部分で，指

標４，指標５を設定しております。これは例えば，教職員の

意識調査の中から，今現在としては半数もしくは３分の２の

教職員が思っている割合を，100％にしますよと，これはある

意味，行政からの強い意思表示が指標設定の中には含まれて

いる，ということもございます。子どもさんたちの，その下

の指標ですと，今英語学習ということで，若干ではあります

が，高水準にあるものについては，引き続きその数字を維

持，もしくは若干の上昇という形でそれぞれの指標値を考え

る中で，どういう目標値を設定していくか考えておりますの

で，一概に，どういう方法でということはないんですけど，

それぞれ判断する中で，設定させて頂いております。 

【浅野委員長】 今のご説明で，北尾委員いかがでしょう。 

【北尾委員】 要はその指標を設定されて，効果的な取り組みが成される

かどうかが一番問題ですよね。そこが各部署で，この設定し

ているほうがよいということであれば，そういう整備でして

いけばいいかなと思いました。 

【浅野委員長】 とにかく頑張れじゃなくてね，これをひとつの目安とし

て，仕事に励むんだということであれば，いいんじゃないで

しょうかね。いろんなパターンがありますもんね。 

 後，最後までですけれども，ご意見，ご質問，いかがです

か。 

【極楽地委員】  今の話なんですけれども，他の会議でいい施策もたくさん

あって，それを市の行政の皆さんが一生懸命に取り組んでい

るということで，達成している施策などを,芦屋市がもっと自

信を持って市民に伝えていって，PR したらいいんだろうとい

うようなことを思いました。わたしたち保護者や市民という

のは，こういった施策が報道されているものでしか，目に届

きませんので，100％達成しているものは，自信を持って，や

っているということをお伝え頂けると，安心感が増すなと思

っています。記載のほうは，この 100 という形であったり，

達成というような形の表現で記載頂くと，わたしたちは芦屋

っていいなと感じることができ，満足度が上がると思うの

で，どんどんいいところは PR し，うまく広報いただけたらあ

りがたいなというふうに，思っています。 

 １点，意見なんですけれども，前回の素案の 48 ページと，

今回の原案の 51ページなんですが，前回の感染症の話のとこ

ろで，51ページのほうにも感染症の表記を入れるかどうかと

いうのを決めたと思うんですけれども，入っていないように

思いまして，入れられなかった理由というのが気になりまし

たので，ご確認したいと思います。 
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５ページの感染症の表記で網羅されているのであれば大丈

夫ですけれども，齟齬がないかどうか今一度ご確認いただけ

たらと思います。 

【事務局：木下】 今，委員がおっしゃったことは，新しい原案の 42 ページの

健康教育に，感染症等含めて整理させて頂いたような状況で

ございます。 

【浅野委員長】 今回の原案の 42ページですか。健康教育のほうですね。よ

ろしいですか。他いかがでしょう。 

【伊東委員】 細かいところなんですけれども，36 ページの下のほうで芦

屋教育の指導計画に沿ってキャリアパスポート等を活用しな

がら実践していくことが必要ですと書いてあるんですけれど

も，その次の 38ページになると，主な取組のところで，キャ

リアノート等を活用しながら，と書いてありまして，これは

同じものですか，ということを確認させて頂きたいんですけ

れども。 

【浅野委員長】 いかがでしょう。 

【事務局：木下】 キャリアパスポートを活用するということなので，訂正し

ます。 

【浅野委員長】 これも米印で，後ろの説明書きがあったほうがいいかもし

れませんね。 

【岸田委員】 51 ページです。これも素案の時にご指摘しておいたら良か

ったんですが。リード文の３行目です。ここでは，震災を語

り継ぐことの必要性と，いざというときの子どもの能力を培

うことで，その際の対応を検討というのが，何を意味してい

るのかよく分からなくて，もし，何か意味することがあるん

であれば，もう少し別の表現，なければ，能力を培うことが

必要です。と終えてもいいんじゃないかと感じました。 

 それと，56 ページの主な取組の４番です。推進会議を通し

て，研修して，健全育成事業を実施します。これは主語が，

例えばその前には青少年のというのが，あったほうが，表現

としてはいいなと思いました。 

 それと，68 ページですね。主な取組の上のほうの２番で

す。大学等行政と連携して，人材の交流，開放，スポーツを

通じた地域貢献活動をするよう働きかけますという，これは

誰がするように働きかけるのか，誰に働きかけるのかという

のが読み取りづらくて，この表現だと，読み取れませんでし

た。 

 それと 70 ページです。リード文です。読書はこういうこと

で誰もが認めていますと，子どもたちの豊かな心を育成する

とともに，活動して本が好きな子どもを育てていくことが必

要であるという表現なんですが，読書そのものが豊かな心を

育成することが目的なので，豊かな心を育成するとともにこ

うしますというのが，あるいはその下のビブリオもですが，

こういうことを通じて最後は豊かな心を育成するんだという

ことが目的のようなふうに，わたしは意識していましたの

で，文言の順序で表現を変えてもいいんじゃないかと思いま

した。本が好きな子を育てていくことにより，豊かな心を育

成するというあるいは，ビブリオなんかをやって，豊かな心
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を育成するという，結論が最後にきたほうがいいんじゃない

かと，その下のなお以下の３行も，これも素案にあったので

すが，もう一度読むと読み取りにくくて，図書館を情報セン

ターとして支援するとともに，グループ学習にするためには

環境整備が急務となっているという結びなんですが，この環

境整備が急務となっているのは，学習情報センターとする整

備が急務となっているということなのか，今芦屋市は図書館

を情報センター化しているということなので，ちょっと表現

が読みにくいと感じました。 

 それと最後です。次の 71 ページです。上の方の主な取組の

３番，教育課程に位置づけながら教科指導をという，図書館

の活用を図るというのを，下の施策の方向②のところのほう

がいいと思います。①の３番，教科指導等において，学校図

書館の活用なので，下の②のほうに，それだとダブってしま

うんですかね。この上の３番が下でもいいんじゃないかと個

人的に感じました。以上です。 

【浅野委員長】 今のご意見でございますけど，ちょっとだけ確認して頂き

たいので，51 ページのですね，その際の対応というのは，こ

れはどういうニュアンスなのか，これだけご発言いただけま

すか。 

【事務局：澁谷】 その際の対応といいますのが，災害につきまして，芦屋市

でも，土砂災害の警戒区域ですとか，浸水想定区域といった

ものが，順次更新をされております。それに伴いまして，そ

の区域に入ります学校園については，避難計画等の新たな作

成を現在も行っております。それとですね，ちょっと具体的

なお話になるんですけれども，大津波警報等が出ました時

に，２種類避難方法がございます。垂直避難というのと，水

平避難というところがございまして，今までは特に海に近い

学校については，水平避難をするということが第１義に定義

づけられておりますが，遠いところへ逃げるのか，近隣の高

いところに逃げるのかというところにつきましては，近隣市

においても，色々計画の見直しを図っていると聞いておりま

すので，そういった対応につきまして，随時，その時の最新

の情報に基づきまして，また学校園と協力しながら，一部必

要に応じて計画の見直しをしましたり，それに応じた避難訓

練が義務付けられているところもございますので，そういっ

た対応も含めて，教育委員会がリードを取りながら，対応を

検討していく必要があるのではないかというところで，こう

いった表記にしております。 

【岸田委員】 よく分かりました。そこまでのことを表現されようとする

のであれば，その際の対応を検討するということだけでは，

全く読み取れないので，「培うことが必要です」にして，ま

た，という表現で，今のことを少し具体的な表現を１～２行

でされるほうが読み取れるのじゃないでしょうか。 

【浅野委員長】 そうですね。 

【事務局：澁谷】 おっしゃる通りだと思いますので，そのように検討して参

りたいと思います。 

【浅野委員長】 後もう１点，71ページのですね，読書習慣の項目ですね。
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①ではなくて②のほうがというご意見もありますが，これは

どうでしょう。 

【事務局：木下】 70 ページのほうも，確かに子どもの豊かな心を育成する

と，最初にそれが必要であるというような，文末表現を整理

していきたいと思います。芦屋は読書に力を入れていまし

て，すごくやっているんですけど，やはりまだまだそこを維

持継続しなくてはいけないということも，学習センター的な

整備が必要ということで，書いておりまして，71 ページのほ

うにつきましては，ナンバー３の教育課程に位置づけという

のは，読書活動等を授業の中でしっかりと位置づけながら，

子どもたちの読書習慣という意味も込めて，この施策①のほ

うに入れてみたということもあるんですが，委員のおっしゃ

ったように，学校図書館の利用・促進というところだけでは

ないのですが再度考えてみます。 

【岸田委員】 はい。了解しました。なにがなんでもということではあり

ません。 

【浅野委員長】 ありがとうございました。他いかがでしょう。 

【北尾委員】 わたしもちょっと細かいところあるんですけれども，まず

41 ページの，これは文言の説明があったほうがいいんじゃな

いかと思うんです。41ページのリード文の第２段落の３行目

あたりに，「コーディネーション能力」「定位能力」「リズム能

力」「連結能力」というのが，それぞれ出てきているので，こ

れはちょっと分かりにくいかなと思いますので，説明書きが

あったほうがいいのではないかと思いました。 

【浅野委員長】 せっかくですから，簡単にこういう力だというのをご説明

頂くと，皆さんもイメージがつきやすいかと思います。 

【事務局：木下】 用語解説のほうへはしっかり明記しようと思います。コー

ディネーション能力は筋力であったり，持久力であったり，

柔軟性，バランス等のいろいろな要素をバランス良く調整し

ながら体を巧みに動かすことであります。ただ走るだけでな

くて，走って，空間認知をしながら距離感を考えてうまく動

いたりする能力，定位能力というのですが，単独での動きで

はなく複合的にというようなことを，体力向上を考える上で

は今後抑えていかなければいけないと思います。そういった

ところの文言を分かりやすく入れていきます。 

【浅野委員長】 入れないと，何か，分かるようで分からないですよね。 

【西野委員】 40 ページの施策②の主な取組の２に，トライやる・ウィー

クという言葉があります。兵庫県のトライやる・ウィークの

ほうが，文科省のトライやる・ウィークより先に始まってい

ますよね。文科省が言うところのトライやる・ウィークは職

業体験ということだったと思うんですが，兵庫県のトライや

る・ウィークは，それだけではなくて，地域での中学生の居

場所，地域が中学生を知る(目を向ける)等の目的もあり始ま

って、別の意義があったように思うのですが，今はもう職業

体験ということになるのでしょうか？以前、教育委員会に確

認した時に「トライやる・ウィーク＝職業体験」と言われま

したので、資料の 80 ページの表記では、そのあたりが解り辛

いので、今はどうなっているのかちょっと教えて頂きたいと
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思います。 

【浅野委員長】 いかがでしょう。お願いします。 

【事務局：木下】 はい。委員のおっしゃる通り，用語解説にもありますとお

り，トライやるのトライは，家庭・地域・学校の三者が連携

してというところでの教育がやはり，大事にしたいと思って

おります。そもそも事業の出発が地域で子どもたちを育てる

ということなので，芦屋市としてもその視点を大切にという

ことであります。しかし，それがこの施策の文言として読み

取りにくいというようでございましたら，少し文言修正を考

えてみます。 

【今西副委員長】 65 ページですけれど，ここでは，学習情報の集積・発信と

なっています。研究者レベルでは，このような言葉は使わな

い。学習情報の収集・提供です。なぜ，敢えてこんな言葉を

使っているのかということを疑問に思いました。と申します

のは，学習情報提供というのは，1947 年に社会教育の関係者

たちが議論して，やがて 49 年に社会教育法が出来るのです

が，それに向けて，教育基本法の中に入れ込んだ言葉なので

す。昔の教育基本法の第７条，現在の教育基本法の第 12 条に

ある言葉です。それが学習情報の提供なのです。もともとの

意味が，学習者と学習資源，いろんな資源をつなぐもの，こ

ういう認識で出てきた言葉なのです。それが集積と言われた

ら，知的なものを溜め込むようなことと同じになっていま

す。そうではないのです。つなぐことなのですよ。ですか

ら，この言葉に対しては少し違和感を感じます。発信という

ことも，提供という言葉でないといけないのではないか。先

程申し上げた，教育基本法との整合性の問題もありますの

で，いかがなものでしょうか。以上です。 

【浅野委員長】 はい，どうでしょう。はい，お願いします。 

【事務局：長岡】 特段大きな意味はございません，第２期の計画も，こうい

った表現をしていましたので，そのまま引き継いだというこ

とです。委員ご指摘の通り，修正します。 

【今西副委員長】 ２点あります。１点は，意見ですが，用語集で，先程の西

野さんのご意見なのですけれど，トライやる・ウィークの認

識です，用語集に書いてある通りで良いのですが，説明させ

て頂くと，平成７年の１月 17 日，もうお分かりいただけます

ね。そのことがあって，なんとかしなければいけないという

中で，確か兵庫県多可郡中町の吉田さんという，教育委員会

の指導課長さんたちが，立ち上がって始めたことだと聞いて

います。県教育委員会に問い合わせたら分かるのですけれ

ど，こうした実践を兵庫県教育委員会が参考にして，震災後

の県の取組として広げていった。地域と子どもとみんなを，

守って育てるという，そのためには，子どもは地域を知らな

いといけないということから始めたトライやる・ウィークな

のです。だから，すごく深い意味があるので，この表記につ

いては，兵庫県の芦屋市ですから，もう少し考えて頂きたい

なという意見です。それが１点です。先程，西野さんがおっ

しゃったように，少しトーンが違うのではないかという，最

近はいわゆるキャリア教育の観点になっていっている面があ
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って，そういう意味合いで捉えられている面が強いのですけ

れど。そのように思いました。 

【西野委員】 私もそこが残念だと思います。 

【今西副委員長】 つなぐ意味は変わってくると思うのです。確かに，コミス

クの人たちがおっしゃった先程のお話の通りです。文科省と

は違います。この 78 ページの説明のところ，これはこれで良

いのです。芦屋でやっている訳だから。この芦屋の取組のよ

うなものを土台にして，学校の地域との関わりや学校管理・

運営システムを考えていくのが国の意見だということを，少

し追加してもらったら良いのではないかと思います。 

 芦屋のコミスクは，近畿各地で大変有名な取組です。です

から，この芦屋のコミスクのような活動が，いわゆる国が考

えているコミュニティスクールの土台の部分なのです。だか

ら，イコールではないのです。土台の部分であることを意識

して，学校運営協議会というものを，そういう制度を含めて

国が考えているものを，コミュニティスクールを説明する文

章として入れてもらったら良いと思います。それでよろしい

でしょうか。僕はそう思います。 

【浅野委員長】 その辺お書きいただきましょうか。コミュニティスクール

とかね。 

【事務局：長岡】 はい。おっしゃる通り，国が提唱しているコミュニティス

クールと本市のコミュニティスクールとの違いを，はっきり

と明記したいと思います。 

【今西副委員長】 違いではなく，つながっているということを，そこを強調

して頂いたら良いと思います。 

【浅野委員長】 いかがでしょう。 

【北尾委員】 先程の続きいいですか。指標に関わって，45 ページの指標

の４と５で，先程，ICT の関係で，触れて頂いた部分の文言な

んですけど，指導することが出来たと感じる教職員とありま

す。日本人って，出来たとはっきり言わない可能性があるの

で， 100 を目標にするのであれば，全員やっていないといけ

ないという内容を，文言に入れたほうが分かりやすいのでは

ないかと思います。出来たと感じるということであったら，

いつまでたっても 100 にはならないという感じがしました。 

それと，次のページの指標７ですが，DLA を活用した個別の

支援計画の研修会に参加するとあります。この教職員の割合

というのは，全教職員の半分が，令和７年，１年間にという

ことでは多分ないと思いますけれども，違いますよね。累計

ですかね，これは。ここはちょっと分かりにくいかなと思い

ました。１年間に半分の教職員がその研修を受けるというの

は，結構大規模な研修をしないと，出来ないので，そこがは

っきりするようにしたほうがいいのかなと思いました。 

 それから，その下の指標８の，夢や目標について，この目

標値が，87，72 という中途半端なところで切れているのは，

また理由をきちんとしておかないといけないのかなと思いま

した。 

 それから，50ページです。これは指標じゃないんですけれ

ども，上のいじめ問題の主な取組の４番のところです。保護
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者に対して，研修を行いという言い方は，いいのかなとちょ

っと思ったので，啓発活動をするということでしょうから，

順番を変えて，研修を行いの後ろの，子どもたちが情報を正

しく選択し，活用できるように，前に戻って，保護者に対

し，インターネット利用やトラブルについての啓発活動を行

いますと言えば，研修の部分を外せるのかなと思いました。 

 それから，その下の不登校へのケアの中の，取組の２番の

ところなんですけれども，これも，教職員のカウンセリング

マインドをより一層向上させ，子どもたちの自尊感情を高め

る取組を進めます，これもつながる部分もあるかなと思うん

ですけど，カウンセリングマインドの向上と，子どもの自尊

感情の向上が直につながるのかなというのが，ちょっと違和

感がありました。自尊感情を高める取組は，他にもたくさん

あると思うんですけれども，まず、これをやって，これを高

めるという言い方が，いいのかなと思いました。 

 それと，62 ページです。指標の 18と 20 が，似ていると思

いました。18 と 20 は両方とも，学校を支援頂いている，18

のボランティアグループの活動と，20 のほうは外部人材の教

育ボランティアです。これって，分けて考えるほうがいいの

か，何か共通して考えるほうがいいのか，分けておくべきも

のなのかというのを思いました。 

 それと，最後ですけれども，そのページの一番下の指標の

22 です。ICT 化等で，業務改善でき子どもに向き合う時間が

増えたというこれ，今までにもあったんです。けれども，こ

の指標，難しくて，ICT が入ったしばらく後，省力化されて感

じる時があるんですけれども，しばらくすると，それ当たり

前になる。そうなると，それをもって，子どもと向き合う時

間が取れたっていうこと，感じられなくなるんですね。だか

ら，この聞き方だと本当に 75 まで上げようと目標を持って取

り組んでもその都度また，下がっていくということを，内部

にはらんでいるので，聞き方には工夫がいるのではないかな

というふうに思いました。以上です。 

【浅野委員長】 ご指摘がありました，45 ページのですね，指標４，このあ

たり，指標の修正と言いますかね，例えば ICT を活用して，

指導した教員，とかね，教職員とかですね，ここがいいのか

なという気がいたします。 

 それと後は，事務局には 50 ページのところ，お答え頂きた

いと思います。50 ページですね，カウンセリングマインドの

お話がありまして，ここはどう整理いたしましょうかね。そ

の辺，事務局のほう，何かアイディアとか意図は何なのか，

ちょっと教えていただけますか。 

【事務局：田淵】  はい。すぐアイディアということではないんですが，子ど

もたちの自尊感情を高めるためにはカウンセリングマインド

というのは，根底として大事なものだと思いますので，それ

をプランニングしながら，自尊感情とどうつながっていく

か，ちょっとまた整理させて頂きたいと思います。 

【浅野委員長】 最後ですね。62ページの学校支援ボランティアと教育ボラ

ンティアっていうのは，これは別物なのか，それとも，同じ
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なのか，補足いただけますかね。 

【事務局：長岡】 62 ページの指標 18 の学校支援ボランティアにつきまして

は，主に PTA の方に取り組み頂いていまして，所管としまし

て，生涯学習課のほうが所管している指標でございます。 

【浅野委員長】 教育ボランティアはいかがですか。 

【事務局：木下】 指標 20 につきましての地域の方はボランティアとして主

に，授業に入り込んでもらいながら実施しています。幼，

小，中のすべてにおいて支援していただいております。 

【浅野委員長】 違うんですね。 

【事務局：木下】 はい。少し違います。 

【浅野委員長】 対象も違うみたいですね。それと後，指標 22 のですね，指

標の工夫を少ししたほうがいいような気がしますね。先程も

おっしゃったように，「感じた」ということであれば，なかな

か難しいと，もう少しはっきりしたほうがいいというような

ことでした。 

【事務局：野村】 指標 22 のところですが，いわゆる研修の ICTの担当と調整

しまして，こういう形で少し表記を加えたんですけど，更に

今の，北尾委員の話でいきますと，この業務改善の中身を，

少し具体を示したほうがいいのかなと思っておりまして，例

えばですけど，今現にやっております，応答メッセージです

とか，それからいろんな加配ですね，業務サポーターとか，

そういったお互いとの業務整理ですとか，そういった校内で

いろんな業務改善の委員会を活性化させようという動きがあ

りますので，そのあたりの具体を，書くと，この目標のとこ

ろ，業務改善は業務改善で目標はいるんですが，そこをちょ

っと組み合わせてアンケートがあっちいったりこっちいった

りしないように，一極集中で，アンケートも取れますので，

そういう意味で，ここにちょっとカッコ書きか何かで付け加

えをして，アンケートを取りたいというふうに思いました。 

【浅野委員長】 事務局でお答え頂きたいのが，46ページのですね，指標７

の研修を終えた人数の割合，50％というのは，これは単年度

ではなくて，令和３年から７年度までということですかね。

累計でいいんですかね，これは。いかがでしょう。 

【事務局：田淵】 累計で考えております。またちょっとその辺また修正させ

て頂きます。 

【極楽地委員】 用語解説のところなんですが，難しく知らない言葉が多か

ったので，掲載はありがたいなと思っております。芦屋の他

の会議の，例えば子育て未来応援プラン芦屋などにも同じよ

うな解説が載っていまして，その辺の整合性がもし乖離して

いるのであれば，見る側としたら，どっちが正しいのかなと

いうふうになってしまうので，念のため，重複しているよう

なフレーズがあるのであれば内容をご確認いただければあり

がたいなと思っています。プラスアルファで，今回の会議の

コミスクの件も記載していただけたらいいかなと思いますの

で，よろしくお願いいたします。 

【浅野委員長】 それではね， A3 の一覧がありますね，これも含めてご意

見，ご質問，感想等がありましたら，お願いします。 

【西野委員】 4つの項目に分けて書いて頂いていますが，これらの目標を
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達成するために，まず学校園と家庭がこれらの目標を共有

し，連携して取り組むというのが，大前提にあって，その次

に地域が応援団となって協力支援するっていう形で，この４

項目が始まるのではないかと思います。例えば２つ目のめざ

したい子どもの姿２の家庭の役割のところに，「学校園との連

携協力関係を大切にする」と入っていますが，これは一番，

基であって，今回のアンケートの結果を見ても，学校園の先

生方の思いと，保護者の思いの乖離というか十分な話し合い

が出来ていないというのを感じました。ですから，まずこの

文面が初めに明記され、前提となるのでは？と思います。

【浅野委員長】 これ入れだしたら，全部入れる感じですもんね。 

【西野委員】 はい。 

【浅野委員長】 いかがでしょう。 

【高橋委員】 この３，４のほうで，先生という言葉があまりなくて，教

職員という言葉になっていたと思うんですね。その中で，こ

の表の下の真ん中のところですけど，前の計画のところも，

先生になっているんですけど，学校はやはり先生だけではな

くって，たくさんの職員がいます。先生という言葉ではな

く，こちらも教職員に変えたほうがいいなと思いました。 

【浅野委員長】 今，西野さんがおっしゃった，３者の連携についての部分

というのは，この中で特出で出来ませんかね。確かにおっし

ゃることもっともなので，それは事務局のほう，工夫しまし

ょうかね。 

 後いかがでしょう。 

【今西副委員長】 事務局に質問なのですが，国のコミュニティスクールにつ

いては，どうされるのですか。ここに全く出てないのです。

2020 年の設置が努力義務だと言われています。やはり一方で

も進めていくことになると思うのです。わたしどこに入れる

かを考えていますが，いかがでしょう。 

【事務局：木下】 本市におきましても，いわゆる学校運営協議会ですね。国

が言っているものにつきましても，努力義務の時から，やっ

ぱり色々他市町に倣いながら，ある一定作っていく方向でや

っていく最中でございます。それをするためにはモデルを作

って，最終的にはだんだん増やしていきながら，いずれは

と，そういう方向は計画としてはありますが，計画の中では

ちょっとそれが見えにくいところですね。 

【今西副委員長】 53 ページの重点目標３の基本施策のところに，いわゆる今

のコミュニティスクール活動などを通して地域の教育力の向

上を図ることが必要ですとなっています。これは地域の教育

力を高めましょうということだと思うのです。こうした地域

の教育力を高めることによって，国が提言しているコミュニ

ティスクールという制度を目指しますとか，何かここに文章

入れたらいかがでしょうか。 

【事務局：木下】 考えてみます。 

【浅野委員長】 ありがとうございます。後いかがですかね。 

【西野委員】 全体的に具体的な取り組みが書かれているところもあれ

ば，ざっくりとした表記のところもあるように思います。具

体的なことも明記するのであれば，育てたい子どもの姿４の
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「自ら本を手に取り，本が好きな子ども」という中の，家庭

の役割の中に，「乳幼児期から本を大切に扱う」ということを

入れていただけたらと思います。乳幼児期から，本を大切に

扱うということが，家庭教育の中で育まれると，本に対する

子どもの思いが，おもちゃとは違う魅力的なもの・特別で大

切なものというふうになっていくと思います。 

【浅野委員長】 後いかがでしょう。 

【岸田委員】 この役割のところで，育てたい子どもの姿２の家庭の役

割，あいさつなんですね。これはジャンルとしては，学びを

深めるというのに，あいさつを大切にするというのは，ここ

に入れるのはどうでしょう。むしろ姿１のほうかなぁという

気がするんですが，もし皆さん，違和感がなければ，これで

良いと思います。 

 それと同じ，育てたい子どもの姿の２の地域の役割で，い

つも見守っているサインを発する，これも要は，子どもたち

の学びを深めるというジャンルに地域がいつも見守っている

よというサインを発することが直結する，育てたい子どもの

姿１のほうじゃないのかなぁと感じました。それと，育てた

い姿３の，家庭の役割の丸の４つ目，これは第２期計画もあ

るんですけど，そういう意味でちょっとわたしも責任感じ

る。運動を通してバランスの取れた，これは，これでいいの

か，この際，要はここだけ，もうこれは家庭も学校も，なに

もかも全部，運動を通して心身のバランス取れるというの

は，もっと大きい目的なので，家庭のところに入れるのはち

ょっと違和感が２期の時から考えておかないといけないんで

すけど，ちょっと違和感がありました。以上です。 

【浅野委員長】 はい，ありがとうございます。 

【西野委員】 それに関連しまして，子どもの姿２の地域の役割の，一番

上なんですが，わたくしもここにあることは，ちょっと違う

かなと思っておりまして，先程も申し上げたことですが，最

初に，地域が応援団となって，協力し支えるということを明

記してここに敢えて書くことではないかなというふうに思っ

た次第です。「サインを出す」という表現も何か違う気がしま

す。以前、極楽地委員から，「エールとなるような言葉を」と

いうご意見があったと思うのですが「地域はいつも見守り、

応援団となって，協力し支える」というほうがメッセージ性

があるかなと思います。 

【浅野委員長】 これはこれで全てではないですからね，例示ですからね。

こういったことを取り込もうという，例示ですからね。 

はい，そろそろ時間もきております。まだご発言頂いてない

方でご意見か何かありましたら，お願いしたいと思います。

全般に関してでも結構です。 

【井岡委員】 私も考えているところもありまして，計画をうまく伝える

ことは，なかなか難しい。今ご意見頂いたことについて，や

はりちょっと説明が足りないところとか，それから表現の順

番が違うことで，伝わりが違うというようなことも整理する

必要があるのかなというふうなところで，色々と聞かせて頂

いていたところもありますので，やはりこれを読んだ時に，
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例えば数値にしてもそうですし，言葉にしてもそうですの

で，それを見て，市民の方，また保護者の方がどう捉えるの

かということになりますので，思いが伝わるような表現で，

訂正していくということが必要かなというふうに感じていま

す。 

【浅野委員長】 いかがでしょう。 

【西馬委員】 指標のことを先に説明を頂いて，指標のとり方というのか

ら特に 45ページの ICT のこのタブレットのことに関しては，

地域としても保護者としても，子どもたちも教職員も，すご

く目玉になっている，これから目玉になるというところだな

と感じています。特にアンケートからも，保護者からはこう

いうところ頑張ってほしいというところになっていますし，

またこの指標 100 になっているのは，わたし教職員として

も，それだけ市教員の方が，教職員と一丸となってやってい

こうという意思表示だなっていうふうに捉えられたんです

ね。ただ，見る方にとっては，これの中身はどうだというこ

とになっていくので，そういったことで協力をしていきたい

なというふうに思っています。 

【浅野委員長】 はい，ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

それでは，ないようでしたら，本日の協議内容，特にご意

見等について，それにつきましては事務局のほうで反映して

頂くようにお願いいたします。この後も色々と報告の会が立

て込んでおります。ですから至急，修正をする訳ですが，修

正内容については，事務局と委員長に一任頂きたいと思いま

すのでよろしくお願いいたします。それでは，本日予定をし

ておりました協議は以上です。 

＜今後の予定＞

【浅野委員長】 事務局から何かご報告ございますか。 

【事務局：本間】 私のほうから，次第の３にある，今後の予定をご報告させ

て頂きたいと思います。12 月２日に，市議会の民生文教常任

委員会の所管事務調査で，皆さんから頂戴した意見を踏まえ

反映させて頂き，報告をさせて頂きます。それから 12月 14 日

から翌年の１月 22 日にかけて，市民の皆さまから，パブリッ

クコメントを頂戴したいと考えております。次回の第５回策

定委員会でございますが，来年の２月の上旬を予定しており

ます。委員長からご紹介ありましたが，本日協議頂いた原案

につきましては，時間の都合上，期限が短く申し訳ないので

すが，明日の午前中まで，もしお気づきの点があれば，事務

局のほうにお知らせいただければありがたいです。それから

本日お配りしております第３回の議事録ですが，これはまだ

校正等進んでいない状態ですが，後日メールで校正のお願い

をしますので，恐れ入りますが，どうぞよろしくお願いした

いと思います。次回の策定委員会，２月上旬になりますの

で，本日のご指摘事項につきましては，先程委員長からご紹

介頂いたように，委員長と事務局のほうで，調整をさせて頂

きたいと思います。連絡は以上でございます。 

【浅野委員長】 今の事務局からの申し出につきまして，何かご意見ござい

ますか。文教常任委員会そしてパブコメ，２月上旬にこの会
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を行うということです。多分また次回の会合につきまして

は，事務局からの連絡がありますので，またご出席をよろし

くお願いしたいと思います。それではないようでしたら，事

務局に，進行をお返ししたいと思います。 

＜連絡事項 その他＞

【事務局：本間】 委員の皆さんには長時間にわたりまして，貴重なご意見を

賜りましてありがとうございました。本日予定しておりまし

た議事のほうは全てこれで終了とさせて頂きたいと思いま

す。本日はありがとうございました。お疲れ様でした。 

＜閉会＞  


